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ALPS UCカード

財団法人地方公務員等ライフプラン協会特別会員規約及び
ALPS UCカード会員特約

個人情報の取扱いに関する重要事項（アルプスカード株式会社）

会員特約をよくお読みのうえ大切に
ご保管ください。

アルプスカード株式会社
〒107-0052  東京都港区赤坂8-5-26 赤坂DSビル6F
TEL 03-3470-7651

〒17 0 - 6 0 7 3   東京都豊島区東池袋3 - 1 - 1

D213 20.01（D）

個人情報の取扱いに関する重要事項
１.個人情報の利用　入会申込者（以下、「会員」と総称します）は、財団
法人地方公務員等ライフプラン協会及びアルプスカード株式会社（以
下、両者を「当社」という）が下記①②の情報（以下、「個人情報」という）
を下記(1)(2)(3)の目的のために保護措置を講じた上で利用することに
同意します。　①所定の申込書に契約者が記載した氏名、年齢、生年月
日、性別、住所、電話番号、勤務先情報及び入会後に届出た情報　②
カード利用に関する情報　(1)当社のクレジットカード事業に係る基本的
な機能及び付帯サービスの提供に関わる業務　(2)(1)以外の当社サー
ビスの提供を行う業務　(3)当社の営業活動等に関するご案内をダイレ
クトメールにより送付する業務
２.個人情報の委託　当社が関連事務の処理を委託した企業にその委
託業務に必要な範囲内で契約者の個人情報を保護措置を講じた上で
預託することに同意します。
３.個人情報の開示・訂正・削除　(1)会員は、当社に対して、自己に関す
る個人信用情報の開示を請求することができます。開示を求める場合に
は、第５条記載の窓口（下表【問い合わせ・相談窓口等】）にご連絡くださ
い。　(2)万一登録内容が不正確又は誤りであることが判明した場合に
は、当社は、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。
４.本重要事項に不同意の場合　当社は、会員が本契約に必要な記載
事項（申込書面で契約者が記載すべき事項）の記載を希望しない場合
および本重要事項の内容の全部または一部を承認できない場合、本契
約をお断りする場合や退会の手続をとることがあります。この場合、ＵＣカ
ードに別途審査のうえ入会していただくことが可能です。
５.個人情報の取扱いに関する問い合わせ等の窓口　個人情報の開
示・訂正・削除についての契約者の個人情報に関するお問い合わせや
利用・提供中止、その他のご意見の申し出に関しましては、後記までお願
い致します。

【問い合わせ・相談窓口等】
１.商品などについてのお問い合わせ・ご相談はカードをご利用された加盟
店にご連絡ください。
２.規約についてのお問い合わせ・ご相談は当社にご連絡ください。

お問い合わせ事項 当社名・住所・電話番号

・営業案内等、広告宣伝印刷物の中止（第１条
(3)）について
・個人情報の開示・訂正・削除（第３条）について
・その他本特約全般について

アルプスカード株式会社　業務部
東京都港区赤坂８丁目５－２６　
赤坂ＤＳビル　
０３－３４７０－７６５１
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ＡＬＰＳ ＵＣカード会員特約
第1条（名称）

本カードはアルプスカード株式会社（以下「アルプスカード」と称
します）と財団法人地方公務員等ライフプラン協会（以下「協会」
と称します）と株式会社クレディセゾン（以下「当社」と称します）
が提携して発行するもので、ALPS UCカード（以下「カード」と
称します）と称します。

第2条（会員－本人会員・家族会員）
1．カードは、協会の特別会員規約に基づく特別会員（以下「特別
会員」と称します）の方を加入対象とし、本特約及びUCカード会
員規約を承認のうえ、アルプスカード、協会及び当社にカードの利
用をお申し込みをしていただき、アルプスカード、協会及び当社が
カード利用を承認した方を本人会員とします。契約は、アルプス
カード、協会及び当社が承諾をした日に成立するものとします。
2．本人会員が、カード利用についてUCカード会員規約および本
特約の適用があることを承認のうえ本人会員の代理として指定し
て申し込みをし、当社が適当と認めた方を家族会員（以下、本人会
員とあわせて「会員」と称します）とします。

第3条（会員証）
カードは、特別会員の会員証を兼ねるものとします。

第4条（退会）
会員が、協会に特別会員の退会の申出を行ったときは、同時にUC
カード会員規約第10条によりUCカード会員の退会の申出があっ
たものとみなします。

第5条（会員資格の喪失等）
UCカード会員規約第10条（退会及びカードの利用停止と返却）
に以下の事項を追加いたします。
2．（ワ）会員が特別会員の会員資格を取り消されたとき。

第6条（キャッシング（リボ）の融資利率）
UCカード規約第２９条（キャッシングサービスの利率等）第2項に
基づくキャッシング（リボ）の融資利率は、以下のとおりとします。
UCカード会員：15.0％
UCゴールドカード会員：13.5％

第7条（規約の適用）
会員には本特約及びUCカード会員規約が適用されるものとしま
す。両規定が重複する場合は、本特約を優先いたします。

第8条（特約の改定並びに承認）
UCカード会員規約第19条（規約の改定並びに承認）の規程は、
本特約の変更について準用します。この場合において、UCカード
会員規約第19条（規約の改定並びに承認）中「本規約」とあるの
は、「本特約」と読み替えるものとします。

財団法人地方公務員等ライフプラン協会特別会員規約
第1条（特別会員）

財団法人地方公務員等ライフプラン協会（以下「協会」という）は、
次の各号に掲げる者を協会寄附行為第31条第4項第2号の規定
に定められた協会の特別会員（以下「特別会員」という）とします。

（1） 次に掲げる者であって特別会員となることを希望する者（協会
の理事長（以下「理事長」という）が別に定める要件に該当す
る者に限ります。）

ア　地方公務員
イ　 地方公務員共済組合並びに全国知事会、全国市長会及び

全国町村会の職員その他地方行政に関係する者であって
理事長が定める者

ウ　地方公務員共済年金の受給者その他これに準ずる者で
あって理事長が定める者

（2） 前号に定める者の家族であって特別会員となることを希望す
る者

2  前項第1号に掲げる特別会員及びその家族であって第2号に掲
げる特別会員である者は、協会に対する債務について相互に連
帯してその履行の責を負うものとします。但し、家族会員の支払
い責任は、自己の協会に対する債務に限られます。

第2条（会員証の発行）
特別会員の会員証は、株式会社クレディセゾン（以下「セゾン」と
いう）がアルプスカード株式会社及び協会と提携して発行するクレ
ジットカードであるALPS　UCカードとします。

第3条（会員証の盗難、紛失）
特別会員が会員証を盗難、詐取若しくは横領され、又は紛失した場
合は、速やかにその旨を、協会に対し書面による所定の届けを提出
していただきます。

第4条（退会）
特別会員は、協会あて所定の退会届を提出することにより、いつで
も退会することができます。
2 特別会員が、UCカード会員を退会したときは、協会の特別会員
としても同時に退会したものといたします。

第5条（特別会員資格の取消等）
特別会員が次の各号のいずれかに該当した場合その他理事長が
特別会員として不適格と認めた場合は、協会は通知・催告をせずに
特別会員の資格を取り消し、又は一時停止することができるものと
します。

（1） 虚偽の申告をした場合
（2） 本規約のいずれかに違反した場合
（3） 債務の履行を怠った場合
（4） 特別会員の信用状態に重大な変化が生じた場合
（5）  住所変更の届けを怠る等特別会員の責に帰すべき事由により

特別会員の所在が不明となり、理事長が特別会員への通知、
連絡について不能と判断した場合

（6） UCカード会員資格を喪失した場合
第6条（合意管轄裁判所）

特別会員と協会との間で訴訟の必要が生じた場合、協会の主たる
事務所を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。

第7条（規約の承認、変更）
本規約の変更については、協会から変更内容を通知、告知します。
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ＡＬＰＳ ＵＣカード会員特約
第1条（名称）

本カードはアルプスカード株式会社（以下「アルプスカード」と称
します）と財団法人地方公務員等ライフプラン協会（以下「協会」
と称します）と株式会社クレディセゾン（以下「当社」と称します）
が提携して発行するもので、ALPS UCカード（以下「カード」と
称します）と称します。

第2条（会員－本人会員・家族会員）
1．カードは、協会の特別会員規約に基づく特別会員（以下「特別
会員」と称します）の方を加入対象とし、本特約及びUCカード会
員規約を承認のうえ、アルプスカード、協会及び当社にカードの利
用をお申し込みをしていただき、アルプスカード、協会及び当社が
カード利用を承認した方を本人会員とします。契約は、アルプス
カード、協会及び当社が承諾をした日に成立するものとします。
2．本人会員が、カード利用についてUCカード会員規約および本
特約の適用があることを承認のうえ本人会員の代理として指定し
て申し込みをし、当社が適当と認めた方を家族会員（以下、本人会
員とあわせて「会員」と称します）とします。

第3条（会員証）
カードは、特別会員の会員証を兼ねるものとします。

第4条（退会）
会員が、協会に特別会員の退会の申出を行ったときは、同時にUC
カード会員規約第10条によりUCカード会員の退会の申出があっ
たものとみなします。

第5条（会員資格の喪失等）
UCカード会員規約第10条（退会及びカードの利用停止と返却）
に以下の事項を追加いたします。
2．（ワ）会員が特別会員の会員資格を取り消されたとき。

第6条（キャッシング（リボ）の融資利率）
UCカード規約第２９条（キャッシングサービスの利率等）第2項に
基づくキャッシング（リボ）の融資利率は、以下のとおりとします。
UCカード会員：15.0％
UCゴールドカード会員：13.5％

第7条（規約の適用）
会員には本特約及びUCカード会員規約が適用されるものとしま
す。両規定が重複する場合は、本特約を優先いたします。

第8条（特約の改定並びに承認）
UCカード会員規約第19条（規約の改定並びに承認）の規程は、
本特約の変更について準用します。この場合において、UCカード
会員規約第19条（規約の改定並びに承認）中「本規約」とあるの
は、「本特約」と読み替えるものとします。

財団法人地方公務員等ライフプラン協会特別会員規約
第1条（特別会員）

財団法人地方公務員等ライフプラン協会（以下「協会」という）は、
次の各号に掲げる者を協会寄附行為第31条第4項第2号の規定
に定められた協会の特別会員（以下「特別会員」という）とします。

（1） 次に掲げる者であって特別会員となることを希望する者（協会
の理事長（以下「理事長」という）が別に定める要件に該当す
る者に限ります。）

ア　地方公務員
イ　 地方公務員共済組合並びに全国知事会、全国市長会及び

全国町村会の職員その他地方行政に関係する者であって
理事長が定める者

ウ　地方公務員共済年金の受給者その他これに準ずる者で
あって理事長が定める者

（2） 前号に定める者の家族であって特別会員となることを希望す
る者

2  前項第1号に掲げる特別会員及びその家族であって第2号に掲
げる特別会員である者は、協会に対する債務について相互に連
帯してその履行の責を負うものとします。但し、家族会員の支払
い責任は、自己の協会に対する債務に限られます。

第2条（会員証の発行）
特別会員の会員証は、株式会社クレディセゾン（以下「セゾン」と
いう）がアルプスカード株式会社及び協会と提携して発行するクレ
ジットカードであるALPS　UCカードとします。

第3条（会員証の盗難、紛失）
特別会員が会員証を盗難、詐取若しくは横領され、又は紛失した場
合は、速やかにその旨を、協会に対し書面による所定の届けを提出
していただきます。

第4条（退会）
特別会員は、協会あて所定の退会届を提出することにより、いつで
も退会することができます。
2 特別会員が、UCカード会員を退会したときは、協会の特別会員
としても同時に退会したものといたします。

第5条（特別会員資格の取消等）
特別会員が次の各号のいずれかに該当した場合その他理事長が
特別会員として不適格と認めた場合は、協会は通知・催告をせずに
特別会員の資格を取り消し、又は一時停止することができるものと
します。

（1） 虚偽の申告をした場合
（2） 本規約のいずれかに違反した場合
（3） 債務の履行を怠った場合
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（6） UCカード会員資格を喪失した場合
第6条（合意管轄裁判所）

特別会員と協会との間で訴訟の必要が生じた場合、協会の主たる
事務所を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。

第7条（規約の承認、変更）
本規約の変更については、協会から変更内容を通知、告知します。
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は、第５条記載の窓口（下表【問い合わせ・相談窓口等】）にご連絡くださ
い。　(2)万一登録内容が不正確又は誤りであることが判明した場合に
は、当社は、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。
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